
立川市 〈緊急支援補助金〉

最大1.5万円補助します

対象経費の
４分の３
を補助

市民の方がお住いのご自宅に購入・設置する
防犯機器等に補助金が交付されます。

申請条件・
電子申請は
こちらから
（郵送・窓口申請も可）※市ホームページより右記で検索

コールセンター（平日 9：00 ～ 16：00）　☎042-595-7088
立川市役所　危機管理対策室　危機管理課

令和８年６月１日（月）～令和８年12月28日（月）　１世帯につき１回のみ
※令和８年４月１日（水）以降に購入・設置した防犯機器等が補助対象

（設置費は業者施工に限る）
※詳細は市ホームページをご確認ください

令和８年度　立川市住まいの防犯対策緊急支援事業補助金
申請期間

対象項目
①防犯カメラ
※設置場所及び撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民
等のプライバシー保護に留意していること
②モニター付きインターフォン
③防犯性の高い鍵及び補助鍵
④サムターンカバー及びガードプレート

⑤防犯フィルム
⑥面格子
⑦センサーアラーム・ガラス破壊センサー
⑧人感センサー付きライト
⑨防犯砂利
⑩ダミーカメラ

※本体のみ補助対象。周辺部材（SDカード等記録媒体、電池、取付用金具・テープ等）は対象外
※詳細は市ホームページをご確認ください

住まい　防犯　補助

先着1,000世帯
予算上限に達した場合は終了

※令和７年度、８年度に同様の補助金（立川市及び他の都内区市町村を含む）受給世帯は対象外



 

 

 

 

 

 

 

■目的 

都内でいわゆる「闇バイト」が関係すると思われる強盗事件が発生し、 

市民の皆さんの防犯意識が高まっていることを踏まえ、 

市内の個人住宅に防犯機器等を購入・設置する世帯を対象に、その費用の一部を助成します。 

■補助対象者 

・申請日時点で、市内に住民登録があり、その住所に居住している個人であること。 

・申請は世帯単位で１回限りであり、令和７年度、８年度に同様の補助金（立川市及び他の都内区市町村を含む）

受給世帯は対象外。 

・申請書（第 1号様式）裏面 ４誓約・同意事項に誓約、同意できる方 

■申請方法 

 

 

 

 

 

※領収書に宛名等記載のないものは、領収書の原本の提出（返却不可）が必要なため、③電子申請不可 

■必要書類 

 

申請者全員 

① 申請書（第１号様式） 

※電子申請の場合は入力フォームにてご入力ください。 

② 領収書（宛名（申請者名と同一）や以下の内容が記載された領収書のコピー） 

※防犯機器の購入又は工事等の内容及びその購入日若しくは施工日、領収金額、領収年月日（令和８年４月 

１日以降であること）、販売店等の名称及び住所、宛名に支払者名等が記載されたもの 

（Amazonで購入した場合、領収書と適格請求書の両方をご提出ください） 

※型番等の記載がなく、補助対象項目の特定ができない場合は,カタログ等の提出が必要です。 

※複数の防犯機器等を申請する場合、それぞれの金額が確認できる内訳書等の提出が必要です。 

※宛名等記載のないものは領収書の原本を提出（返却不可）が必要です。 

③ 振込口座情報がわかるもの（申請者名と同一）（通帳、キャッシュカードのコピー等） 

該当の方  

④ 同意書（第２号様式） 賃貸にお住まいの方はご提出ください。 

※都営住宅の場合は住宅模様替え届（受理証明書）の写し、市営住宅の場合は住宅模様替等許可書の写しを 

ご提出ください。 

⑤ ２世帯住宅の場合で、それぞれの世帯が申請する場合は、当該住宅の建物の図面等 

※玄関が２つあることなどがわかるもの 

■申請方法 

 

 

 

 

 

① 窓口 

危機管理課 

市役所本庁舎 2 階 54 番窓口 

②郵送 

〒190-8666 立川市泉町 1156-9 

立川市役所 危機管理課  

防犯対策補助金担当 

 

③電子申請 

スマートフォン等でロゴフォー

ムから申請 

① 防犯機器の 

購入・設置 
②申請 ③審査 ④補助金の振込 

店舗やインターネット

で防犯機器を購入し、

自宅に設置 

必要書類を用意し、窓

口、郵送、電子申請 

いずれかの方法で申請 

立川市で審査をし、交

付、不交付を決定して

文書で通知 

指定された口座に補助

金を振込（概ね３カ月

かかる見込み） 

申請書（第１号様式）や同意書（第２号様式）は

危機管理課・窓口サービスセンターで配布するほ

か、市ホームページからダウンロードできます。 


